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研究成果の概要（和文）：　日本中世の人々にとって宗教とは何だったか、平安時代の訴訟史料を素材に考察した。人
々は神仏への恐怖を強調したが、それを正面からとらえるのではなく、訴訟戦術上の誇張や宗教勢力へのおもねりと見
るべきであること、したがって人々が宗教にかける期待はそれ程大きくなかった可能性を指摘した。
　本研究では、中世人たちが宗教に呪縛された中世人というイメージを問い直す必要があるのではないか、という結論
を得た。

研究成果の概要（英文）：I reexamine the role of religion in Medieval Japan. It is intended to think about 
how people 'used' religion. We think that they were afraid of God, but is it true? There might be some 
purpose except faith. The purpose was to make their own life better, and therefore was more likely to pay 
the religious sacrifice.
 In the Medieval Ages, people were 'slaves' of the religion. We tend to think, but it is not so. It is 
necessary to think what the religion for people of the Middle Ages was.

研究分野： 日本中世史
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１．研究開始当初の背景 
 
日本中世は宗教と社会の関係が強固な時

代であった。しばしば無宗教の時代と評され
る現代日本とは異なり、中世は宗教的な事象
が目立っており、時代の特質をとらえるため
には宗教への理解が欠かせない。ただし、こ
れまでの研究では、神仏を拝んだ人々ではな
く、宗教と、社会と対置された国家との関係
に注目が集まっていた。 
その要因の一つは史料的制約である。民衆

は自らの内面を語る文字と言葉を持たず、し
たがって彼らが何を感じ、何を考えていたの
か、我々が直接に知る術は極端に少ないので
ある。 
もう一つは通説的理解の影響である。通説

的な宗教史理解は、中世における国家と宗教
の関係を再評価しつつ、国家が仏教に正統宗
教としての地位を用意して生まれた両者の
関係こそが中心課題だとされてきた。もちろ
ん国家と宗教の関係は重要だが、そのために
国家との関係からのみ宗教をとらえ、また国
家との間に宗教を介在させながら社会や
人々をみるという傾向が過大になれば、また
それらの手法によって社会や人々に対する
見方が一面的になれば問題があろう。 
 この通説的理解は、宗教が民衆支配に関わ
ったことを強調する。宗教は古代的な隷属か
らの解放を求めて接近する民衆の願望をか
らめとり、いわば〝信じれば（言うことを聞
けば）救われる〟という国家の支配秩序の展
開を支えていたとされる。 
 こうした議論に対しては批判も登場して
いる。中世宗教は民衆の内面をそれほどまで
に呪縛し得たかという問題提起である。 
 更に古い古典的通説では、平安期の浄土教
については、鎮護国家仏教との対比において
国家から民衆を解放する宗教と位置づけら
れてきた。この古典学説の背景には鎌倉新仏
教の前提としての評価が含まれており、近年
の通説によって再検討が進んだ。確かに平安
中期以降に広まった浄土教の教えは大きな
影響力を持っていた。例えば源信の『往生要
集』なども登場している。しかし、問題はそ
れらを民衆がいかに受けとめたかであり、実
際にその教えによって彼らがどのような宗
教的達成をなしたかということである。こう
した点は心の問題として検証が困難であり、
思想家と思想内容の分析に留まってしまう
のが実情であった。 
この古典学説に対して、文献史学からのア

プローチとして構築された通説的理解は、思
想そのものではなく、迂遠ながら社会の構造
や支配の仕組みという問題と宗教をからめ
ることにより、現在も新たな視角を提示し続
けている。大筋で言えば、本研究もこの流れ
に与しているが、呪縛の問題を再検討するこ
とは必要だと考える。 
中世民衆と宗教の関係を再検討すること、

それによって中世社会を覆っていた宗教の

影響力を捉え直すことを本研究の目的とす
る。 

 
２．研究の目的 
 
中世民衆が何を考え、そして主として宗教

（日本中世でいえば仏教がその主たる対象
となる）とどのような関係を結んでいたのか
という問題は、当時の日本史像を構築するた
めに不可欠であるだけではなく、現在の日本
社会が抱える問題にも繋がると考えられる。
それは〝無宗教〟という端的な表現が示す
ような、宗教との関係に対する姿勢である。
その内実が問われないままに〝無宗教〟的
言説が流布している事実があるし、その一方
でスピリチュアルや占い、果てはお遍路のブ
ーム化のような、宗教的要素に対する無自覚
な態度もみられる。こうした背景にあるはず
の、現代日本の社会との宗教との関係は、非
常に重要な問題であるはずだし、また近年の
グローバル化した世界では、海外の諸問題が
宗教との関連でみる必要があることは言を
俟たない。現代的な課題でもある日本社会と
宗教の問題を、歴史的に考察することも本研
究の目的の一つである。 
先に「研究開始当初の背景」でも触れたよ

うに、日本中世史学が積み重ねてきた中世宗
教研究は、国家と宗教の癒着の存在と、それ
によって民衆支配の論理が生み出されてき
た論理構造を明らかにしてきた。〝年貢を納
めなければ地獄に堕ちる〟といった言説が
民衆を宗教的に呪縛し、支配を敢行したとい
う評価であるが、この議論を強く支えている
のが〈呪術と技術の未分離〉論である。なぜ
宗教が民衆を呪縛することができたかとい
う問いへの回答である（平雅行『日本中世の
社会と仏教』など）。通説化しているこの議
論を通してみた中世の民衆は、しかしながら
いかにも脆弱に見えるという批判があり、本
研究でもその批判を正面から受けとめて検
討してみたい。中世の宗教は民衆にとってど
んなものだったのか、この点を明らかにする
ことが、日本中世史の文脈における本研究の
目的である。 
 
３．研究の方法 
 
本研究では、従来の中世宗教史研究と異な

る新規な方法論や、未紹介史料を使った分析
を行ったわけではない。一般的な方法と同じ
く、研究史の問題点を洗い出し、資史料を収
集し、その情報を整理して論点を析出し、更
に分析を重ねながら再び調査し、最終的にそ
れらを総合して文章化する、というオーソド
ックスな手法をとった。 
初年度は主として平安末期から鎌倉時代

にかけての古文書・古記録類を対象として、
史料収集を行った。次年度は平安中期以降の
在地史料を対象として史料収集を行った。こ
れに適宜調査旅行で収集した複写・写真資料



を加えた。 
本研究は、日本中世の民衆が何を信仰し、

実際にどのような考え方で日々の生活をお
くっていたかについて考察するものであり、
具体的には中世の宗教を分析対象とするも
のの、その分野において従来考えられてきた
史料の読みを批判的に見直すことを方法の
中心に据えている。その見直しとは、中世民
衆の思想的側面、特に日常の生活の中でどの
ような考え方をしていたかという〝生活思
想〟として読んでいくことである。したがっ
て宗教に関わる史料は当然だが、一見直接的
には関わらないようにみえるものも、出来る
限り考察の対象にする。そのため扱う資史料
は網羅的になり、研究対象の期間は平安中期
から鎌倉前半に限定せざるを得なかった。 
なお、最終年度は総合的な考察にあてた。 
 

４．研究成果 
 
本研究の課題を検討するため、洛北史学会

大会において報告し、そこでの議論を踏まえ
て文章化し、「日本中世宗教の呪縛」と題す
る論文として投稿、『洛北史学』第 17号に掲
載された。以下にその要旨を述べたい。 
 
現代の我々が考える宗教と、中世宗教とは

同質なのか。この点に関連した黒田俊雄の以
下の言葉は示唆的である。 
 
「現世安穏、後生善処」という句は、神仏
への願文や寄進状などにも数限りなく記
された、中世ではもっとも一般的に普及し
ていた願望の言葉でした。この願望は、仏
教がひろめたというよりは本来人々の生
活自体に根ざして生じたものであり、仏教
がそれに思考の定型を与えたわけです。 
 
黒田が述べたように、「現世安穏、後生善

処」という言葉が多くの中世史料に登場する
ことは事実である。ただし、それゆえに仏教
が人々の思考のなかに大きな位置を占めて
いたとすることは早計なのではないか。彼ら
は彼らなりの生活思想の中で宗教に言及し
ているはずで、教義的なものとは別の宗教理
解がそこにはあるのではないか。 
この点について、日本中世の宗教とそれを

信仰する人々との関係について考察するた
め、⑴中世の人々の宗教観、⑵中世の人々に
とって宗教とは何だったかについて検討し
た。それぞれ平安期の訴訟史料に登場する
「神威」（⑴）、訴訟や譲与関係史料に登場す
る〝所有の長さ〟の表現（⑵）を素材として
いる。 
 
⑴ 「神威」について  

 
史料の表現上では「神威」への恐怖や依存

が多く確認できるが、それは訴訟戦術上の誇
張であることが多く、実際には「神威」以外

の非宗教的要素も重視された。 
 例えば神威に言及する人々が神威をどの
ように考えたかについて、院政期の紀伊国日
前・国懸社と大伝法院との相論を通して考え
た。国内の大伝法院領に対して紀伊国が日
前・国懸社の造営費用を賦課したことにつき、
大伝法院が応じなかったことに端を発する
相論である。日前・国懸社側は「神人（じに
ん）」と呼ばれる宗教的なパワーを身にまと
ったとされる存在を派遣し、住人を凌礫して
榊を立てた。この行為は宗教的な粉飾を伴っ
た差し押さえであり、一般的には神威を恐れ
て手を出せなくなると理解されている。しか
し大伝法院領の僧侶や住人は、榊を抜き捨て
てしまったという。この時の住人の言い分は、 
他所で既に榊抜き捨てがあったことを知り、
自分たちも抜き棄てたという。ここには他所
でも見られる現実の闘争の推移を見守りな
がら、勝てそうだという判断の下に榊を抜き
捨てたのではないか。すなわち、文書表現の
上では神威への葛藤があるようにみえるが、
その実は現実世界の力学により影響を受け
ていなかったのではないか、ということであ
る。現実世界で生活する人々にとって神威を
はじめとする宗教的要素のみが行動の決め
手や抑制の基準になっていたわけではなか
ったことを重視したい。彼らが生活する上で
物事をスムーズに動かすためには、訴訟上の
文言とは裏腹に宗教にかける期待はそれほ
ど大きくなかった可能性が高い。宗教性は常
に人々の問題を解決に導く決定的な要素で
はなく、政治や経済など現実的な力の前に敗
北するケースも多かったように、人々が生活
をしていく上で宗教にかける期待はそれ程
大きくなかった可能性を指摘した。 
 
⑵  〝所有の長さ〟について 
 
訴訟において自らの所有の長さを主張す

る際、百年単位の表記がなされることがあっ
た。例えば「過一百余歳、始企相論哉」とい
った事例である。訴訟において歴史の長さを
正当性に変換するこの論理は、東大寺のよう
な大寺院に独占されていたわけではなく、平
安期の史料をみれば最長で五百年を越える
歴史の表現が登場する。但し重要なのは、ほ
とんどが寺社との関係で語られたものであ
ることである。寺社という長い歴史をもつ存
在に仮託することで、自らの正当性を〝長さ
〟によって担保しようとする。これは宗教と
世俗の人々が、我々が想定する宗教的な動機
以外に歴史の長さをアピールするという非
宗教的な動機によっても結びつくことを示
唆する。またそれは自らの死後の安穏を依頼
することとも関連した。 
長い安穏の歴史による正当化と死後の安

穏への期待という、自力的・他力的な宗教性
をともなう人々と宗教との結びつきが存在
した。そこで見られた論理は、自らの生活を
利するためなら冒涜行為も辞さずという感



覚の下で行われた非宗教的・現世的なもので
あった。民衆が宗教に対して示した姿勢は、
呪縛・恐怖といった側面も当然ながら存在し
ていたが、同時に利己的・現実的なものもあ
った。現代の我々が想定する宗教、あるいは
当時の宗教勢力が提示する教義や世界観を
受けいれた上での信仰というよりも、自分
たちに身近で日常的な願望にフィットする
型をひとまず既存の宗教に見出したにすぎ
ないという、当時ならではの「信仰」のか
たちというものを重視する必要があるので
はないか。中世の人々と宗教との関係は、〝
信仰する人々、そしてそれを呪縛する宗教〟
といったものではなく、むしろ宗教性とは離
れた次元での期待をかけていた。中世の人々
の宗教観をより多面的に考察すべきではな
いか、というのが本研究の結論である。 
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